
共済組合の資格について

保険課 資格調定係

三重県市町村職員共済組合



１ 組合員資格の取得と種別

２ 資格の喪失と期間計算

３ 事務手続き（所属所の実務）

４ 任意継続組合員

５ マイナ保険証と資格確認書



組合員資格の取得（手引きp.1）

• 取得の原則: 職員となった日から資格を取得します。

• 権利と義務: 取得日から給付を受ける権利が生じ、同時にその月分以降の掛金を
負担する義務を負います。

• 職員の範囲

• 常勤職員、フルタイム会計年度任用職員（2年目以降）に加え、自己啓発等休
業者や外国の地方公共団体への派遣者等も含まれます。

• 年齢による制限

• 70歳以上: 厚生年金保険料の負担は不要となります。

• 75歳以上: 後期高齢者医療制度へ加入するため、短期給付（育休・介護休業
手当金のみ）や長期給付（退職等年金）等の一部掛金のみ負担となります。

１組合員資格の取得と種別



短期組合員の適用範囲（手引きp.1-2）

• 対象: 臨時的任用職員、フルタイム会計年度任用職員（1年目）、
短時間勤務職員等。

• 判定基準: 会計年度任用職員等は、18日以上勤務した月が引き続
いて12か月を経過するまでは短期組合員となります。

• 適用除外: 2か月以内の期間を定めて使用される者は、組合員には
なれません。



資格喪失のタイミング（手引きp.3）

• 退職・死亡: その翌日に喪失します。

• 他共済への異動: 他の組合の組合員となった当日に、前の組合の資格を
喪失します（資格の重複を防ぐため）。

組合員期間の計算ルール（手引きp.4-5）

• 原則: 取得月から喪失月の前月までを月単位で計算します。

• 同月得喪: 取得した月に喪失した場合は1か月と数えますが、同月内に別
の公的年金制度（厚生年金等）の資格を取得した場合は除外されます。

• 通算措置: 他の市町村や国の共済から異動した場合、前後の期間は合算
（通算）されます。

２ 資格の喪失と期間計算



5日以内の迅速な届出（手引きp.23）

• 提出期限: 事由発生から5日以内の提出が省令により義務付けられ
ています。

• 組合はデータ受領後5日以内に、情報登録を行う必要があります。

• 内定者への対応: 期限を遵守するため、正式な内定通知後であれ
ば、採用日前であっても個人番号（マイナンバー）の提出を求め
ることが可能です。

３ 事務手続き（所属所の実務）



申告書について
• 取得、喪失ともにデータで報告してください。

• データの作成には「組合員申告書作成ツール（以下「ツール」）をご利用ください。

• 事由発生日（資格取得・喪失日）から5日以内に当組合に届け出を
お願いします。

参考：手引きｐ.5、23

組合員申告書作成ツール



資格取得の提出書類

【全組合員】

• KUMIAIINデータ（TEXT又はCSVファイル）

• 組合員申告書（資格取得届書）（Excelファイル）

• 個人番号（CSVファイル）

【一般組合員のみ（短期組合員は不要）】

• 年金加入期間等報告、基礎年金番号通知書等の写し

• 年金受給権者再就職届書（組合員用）、年金証書の原本

※公務員共済組合が支給する老齢または障害年金の受給権者のみ

参考：手引きｐ.5



資格取得時に金融機関の届出ができない場合
→『給付金等受取口座報告書」で後日、報告
（報告書は申告書作成ツールから出力されます）

外国籍の方などで、氏名が11文字を超える場合
→備考欄にフルネームとカナ氏名を入力

外部転入は、転入前の共済組合名
を入力

内部転入は、転入前の番号を入力

○複数人の新規取得者いる場合は、可能な限り番号順にし、まとめて提出
○外字の使用✕（共済HPの担当者ページ参照）
○個人番号データは別途作成（P119参照）
○基礎年金番号の報告は、ツールから出力される『基礎年金番号報告書』を使っても報告が可能
○短期組合員の他共済からの転入は「新規取得」で報告

（手引きｐ.49）



資格喪失 提出書類

【全組合員】

• KUMIAIINデータ（TEXT又はCSVファイル）

• 資格喪失届書（兼退職届）（Excelファイル）

【該当組合員のみ】

• 組合員期間等証明書

※短期組合員の場合は不要

• 資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証

※お持ちの方のみ

• 履歴書

※共済組合から依頼があった場合のみ

組合員証（旧保険証）の
返却は不要です

参考：手引きｐ.6



資格喪失証明書を希望する場合は、「要」を表示

外部転出は、転出先の共済組合名を表示

内部転出は、転出先の所属所を表示

○複数の退職者がいる場合は、番号順にし、まとめて提出
○短期組合員の他共済への転出は「普通退職」または「任期満了」で報告
○退職後に 任意継続組合員になる場合は、「任意継続組合員資格取得申出書」
（ｐ.87）を別途提出してください。

（手引きｐ.50）



種別変更

• 組合員種別が変更になる場合

例）一般組合員⇔特定消防組合員

一般組合員⇔特別職

組合員の年齢が70歳、75歳になったとき

提出書類

• KYUYOデータ（CSVファイル）

• 組合員申告書（種別変更専用）

• 組合員期間等証明書

※70歳となった場合のみ

紙で提出

参考：手引きｐ.6、52



適用区分変更

適用区分変更となる例

①一般組合員→短期組合員

②フルタイム会計年度任用職員の者が12か月経過→一般組合員

提出書類

• KYUYOデータ（CSVファイル）

• 共済組合申告書（適用区分変更専用）

• 組合員期間等証明書（①に該当する場合）

• 年金加入期間等報告書および基礎年金番号確認書類

（②に該当する場合）

• 常勤的非常勤職員に関する証明書

（②の中の会計年度任用職員のみ）

参考：手引きｐ.6、ｐ.53-59

紙で提出

組合員番号は変更しない



初月の掛金を翌月払いに
する場合はチェックを入
れる

参考：手引きｐ.53-54



提出書類のポイント（手引きp.5-6）

• 取得時: 

• 「組合員申告書データ（CSV）」に加え、「個人番号データ」は別途作成
して提出が必要です。

• 短期組合員以外は、基礎年金番号の確認書類が必須です。

• 種別・適用区分変更: 

• 会計年度任用職員が12か月経過し「一般」になる際は、「常勤的非常勤職
員に関する証明書」の添付が必要です。

• 適用区分変更時は、必ず従前と同じ組合員番号を使用してください。



資格取得と掛金（手引きp.7-9）

• 取得条件

退職前日まで1年以上組合員であり、退職から20日以内に申し出ること。

• 注意点

初回の掛金を期限までに払い込まない場合、資格取得自体が取り消されます。

• 掛金の算定

「退職時の標準報酬」または「組合員平均（令和8年度：340,000円）」のいずれ

か低い額を基準とします。

• 前納割引

6か月・12か月の前納には割引がありますが、初年度の4月分は割引対象外です。

４ 任意継続組合員



納付方法を口座引落にするときは
添付してください。
※複写の様式です。
※用紙がない場合は、共済組合に
ご連絡ください。

退職時点で認定されている被扶養
者の継続認定を希望するときは、
該当するものをチェック

参考：手引きｐ.87-88



基本の仕組み（手引きp.22）

• 資格情報通知書: マイナ保険証の有無に関わらず、取得者全員に交付されます。自身の資格情
報を簡易に確認するためのものです。

• 資格確認書: マイナ保険証未登録者等に、組合が職権で発行します（従来の保険証の代わり）。

• 有効期限: 原則として令和11年11月30日までとなります。

特殊なケースの対応（手引きp.22-24、p.61-66）

• 申請が必要な場合: マイナンバーカード紛失・更新中や、介助が必要な「要配慮者」等は申請に
より資格確認書を交付します。

• 低所得者の注意: マイナ保険証利用者でも、住民税非課税等の低所得者に該当する場合は「限
度額適用認定証」の申請が必要です。

• 登録解除: マイナ保険証の利用登録解除を申請した場合、反映まで約2か月かかりますが、組合
での処理完了後速やかに資格確認書を発行します。

５ マイナ保険証と資格確認書



事務担当者へのお願い

• 氏名・住所の正確性: 外字の使用や、住民票と異なる住所の報告はマイ
ナ連携エラーの原因となります。正確なデータ入力をお願いします。

• 証の返却: 資格喪失時、旧保険証の返却は不要ですが、カード型の「資
格確認書」や「高齢受給者証」等は返却が必要です。


